受託研究契約書(製造販売後調査)
受託者 国立大学法人　山梨大学　学長　中村　和彦(以下「甲」という。)と 
委託者　　　　　　　　　　　　　　　　　
(以下「乙」という。)は、 次の条項によって医薬品の製造販売後調査（以下「調査」という。）の実施について契約を締結するものとする。
第1条 甲は、次の調査を乙の委託により実施するものとする。
1.調査課題名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.調査目的及び内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         
3.目標とする被調査者数    　 症例     調査票数       報告書
4.責任医師(所属・職名・氏名)　　　　　　　　　　　　　　　
5.調査に要する経費
本調査の適正な実施に必要な下記の費用に消費税及び地方消費税を加えた経費。     
金                (税抜き)

6.契約期間 本契約締結日 〜          年    月    日
  
7.医薬品名 　　　　　　　　　　　　　　　　
8.実施医療機関の名称及び所在地     
　国立大学法人　山梨大学医学部附属病院  山梨県中央市下河東1110
9.業務委託の有無 　有
業務受託者　　　　　　　　　　　　　　　　
(以下「丙」という。)

業務委託の内容 乙、丙間の委受託に関しては、本契約に定めるもののほか別途締結の
委受託契約による。

第2条 乙は、前条の調査に要する経費(以下「研究費」という。)を甲の発行する請求書に
より、指定の口座に、請求書に指定する期限までに入金するものとする。なお、入金期限までに研究費を入金しないときは、入金期限の翌日から入金の日までの日数に応じ、その未入金額に年3.0%の割合で計算した延滞金を甲に入金しなければならない。
第3条 甲は、乙が入金した研究費はこれを返還しないものとする。ただし、やむを得ない事由により調査を中止し、又は延期する場合において甲が必要と認めるときは不用となった額の範囲内でその全部又は一部を返還することがある。
第4条 甲は、乙が入金した研究費に不足を生じた場合は、乙と協議し、その不足額を乙に負担させるものとする。
第5条 乙は、第1条の調査を一方的に中止することはできない。
第6条 甲は、調査遂行上やむを得ない事由があるときは、調査を中止し、又は契約期間を延長することができる。この場合において、甲はその責を負わないものとする。
第7条 調査の実施に起因して、当該患者に健康被害が発生したときは、その健康被害が甲の故意又は過失による場合を除き、その健康被害に対しては健康被害救済制度にて対応することとする。

2 調査の実施に起因して、当該患者に対する損害が発生し、かつ、甲に賠償責任が生じたときは、その損害が甲の故意又は過失による場合を除き、その一切の責任は乙が負担するものとする。
第8条 研究費により取得した物品は、甲に帰属するものとする。
第9条 本調査の実施に当たっては、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」を遵守するものとする。
第10条 甲は、調査が終了したときは、その結果を乙に通知しなければならない。 
第11条 調査結果の公表は、甲・乙協議して行うものとする。
第12条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲・乙・丙協議して定めるものとする。

 上記の契約を証するため、本契約書を3通作成し、甲・乙・丙で各1通を所持するものとする。
  　　　　 年  　　月 　　 日

　　　　　山梨県甲府市武田四丁目4番37号
（甲）　　国立大学法人　山梨大学　　　
　　　　　学長  中村　和彦　　　　　　
　
　　　　　                            
（乙）　　　                          
　　　　　　                          

　　　                          　 　 
（丙）　　　                          
　　　　　　                          

上記の契約内容を確認しました。
      調査責任医師  所 属・職 名              　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 氏 名              　 　　　　   印

�調査依頼者の名称および契約者の職名・氏名を記入してください。


�山梨大学で記入します。


調査費用は前納です。


�開始日は空欄のまま、終了日は山梨大学で記入します。


�業務受託者の名称および契約者の職名・氏名を記入してください。


�責任医師の押印は当院で行います。
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